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第７期 第３３回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 令和５年４月６日（木） 午前９時３０分～ 

 

２．開催場所 農村環境改善センター ２階 大会議室 

 

３．出席委員（１８人） 

 

４．欠席委員（１人） 

   

５．議事録署名人の指名について（２人） 

    

６. 議案日程 

  議案第 118号 農地法第３条の許可申請について           （１０件）   

議案第 119号 農地法第５条第 1項の許可申請について         （１件） 

議案第 120号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見について     （１件） 

議案第 121号 農用地利用集積計画について              （１件） 

   

７. 農業委員会事務局職員（３人） 
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８．会議の概要 

○局長 

皆さん、おはようございます。ご起立ください。姿勢を正してください。一同、礼。

ご着席ください。総会に先立ちまして、委員の出席状況をご報告いたします。只今の委

員の出席は１９名中１８名です。３番 ○○ ○○ 委員より欠席のご連絡をいただいて

おります。出席委員が過半数に達しておりますので本会議が成立していることをご報告

いたします。なお、本日、推進委員等の傍聴者はございません。それでは○○会長、開

会をお願いします。 

 

○議長（会長） 

  皆さん、おはようございます。 

  年度が替わりまして 4 月となりましたが、皆さんだんだん忙しくなる中、ご参集いた

だきましてありがとうございます。何日かぶりの雨で桜も散り、暖かくなってまいりま

した。それとともに農業関係では春先の作業でこれからひと月もすれば麦の刈り取りと

大変忙しくなってくる時期かと思います。本日は総会に出席いただきありがとうござい

ます。 

  それでは只今から第３３回農業委員会を開会いたします。 

 

 まず、本日の議事録署名人ですが、７番 ○○ ○○ 委員さん、８番 ○○ ○○ 委

員さん、よろしくお願いします。 

 議案審議に入っていきます。本日の議案は１３件と件数が多いですが、慎重に審議い

ただけたらと思います。まず、議案第１１８号農地法第３条の許可申請について、１０

件を議題といたします。１番目の案件につきまして事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局 

議案第１１８号、農地法第３条の許可申請について説明いたします。１番 譲渡人 東

温市○○番地○ ○○ ○○さん。譲受人 松山市○○番地○ ○○ ○○さん。土地

は、○○番○、畑、４００㎡外３筆で計４筆。合計面積は１，３４５㎡です。権利内容

は、売買です。作付作物は野菜、果樹です。主な農機具の保有状況は、耕運機、草刈機

です。労働力は、本人、妻の常時２人です。耕作面積は０㎡です。周辺農業経営への影

響は、特に支障なしです。 

なお、○○さんにつきましては、東温市で新規就農者になりますので、別紙１をご覧

下さい。農地法第３条第１項許可申請に係る要件確認書について、令和５年３月２２日

１０時から○○委員さんにも同席いただきまして、面接を実施しております。面接に際

して、農地法第３条第２項各号の該当の有無を確認しております。まず第１号不耕作目

的、効率的に利用しない場合の権利取得の禁止についてですが、確認結果といたしまし

て、現在、経営しており、兼業となるが農業に従事するために、農地を探していたとこ

ろ、申請地の売買の話しがあった。知人の農家から指導助言を得ながら１年を通して、

果樹のイチジクと野菜を栽培する。耕運機、草刈機を所有しており、申請地横の倉庫を

購入予定である。収穫物については、JA や産直市等への出荷を予定しているとのことで
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す。第２号、「農地所有適格法人以外の法人による権利取得の禁止」ですが、該当ありま

せん。第３号「信託の引受の禁止」ですが、該当ありません。第４号「農作業常時従事

要件」ですが、常時本人、妻２人で、年間２００日程度農業に従事するとのことです。

第５号「所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う土地の転貸又は質入れ

の禁止」ですが、該当ありません。第６号「地域との調和要件」ですが、地域の慣習に

従い、除草作業等を行う。農道・水路などの共同利用施設の取決めを遵守すると共に、

農業の維持・発展に関する地域の話し合いに積極的に参加するとのことです。以上のこ

とから、農地法第３条第２号各号いずれにも該当しないため、許可要件はすべて満たし

ていると考えております。以上です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、地元、○○委員さんとなりますので、確認結果の報告をお願

いします。 

 

○委員 ○○委員 

  説明します。地図５ページになります。場所は○○のところにあります。所有者の○

○さんの知人と○○さんが知り合いとのことで土地を紹介されたとのことです。○○さ

んは自営業者ですが、農業に興味を持っており、主に申請地ではイチジクと野菜を栽培

するとのことです。イチジクの栽培については指導していただける人もおりますし、面

接時に資料を持参し説明していたことから、意欲が窺われました。 

  ○○さんは病気で草刈りができないので、現在は草が生えており、見た目も悪いので

すが、許可後に○○さんが早急に草刈りを行うとのことでした。特に問題ないと思いま

すので、よろしく審議お願いいたします。以上です。 

 

○議長（会長） 

  只今、説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思います。何かご意見ご

ざいませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、２番目の案件につきまして事務局より説

明願います。 

 

○事務局 

２番 譲渡人 松山市○○番○ ○○ ○○さん。譲受人 東温市○○番地○ ○○ 

○○さん。土地は、○○番○、畑、４２６㎡です。譲受人の耕作状況について申し上げ

ます。権利内容は売買です。作付作物は水稲、野菜、シキミです。主な農機具の保有状

況は、トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機、耕運機です。労働力は、本人の常時

１人です。耕作面積は１０，１７７．９７㎡。周辺農業経営への影響は、特に支障なし

とのことで、農地法第３条第２項各号不許可要件ですが、１から７いずれにも該当しな
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いため、許可要件はすべて満たしていると考えております。以上です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、地元、○○委員さんとなりますので、確認結果の報告をお願

いします。 

 

○委員 ○○委員 

  説明します。地図６ページをご覧下さい。○○というところで、○○の東側に申請地

があります。親の代に農地の売買契約を交わしており、この際きちんと整理したいとの

ことと、譲受人も耕作していきたいとのことから申請があがりました。すでに作付けも

されておりますので、特に問題はないと思われます。ご審議をよろしくお願いいたしま

す。 

 

○議長（会長） 

  只今、説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思います。何かご意見ご

ざいませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして３番目の案件につきまして事務局より説明

願います。 

 

○事務局 

３番 貸付人 東温市○○番地○ ○○ ○○さん。借受人 東温市○○番地○ ○

○ ○○さん。土地は、○○番○、田、１，２０６㎡です。借受人の耕作状況について

申し上げます。権利内容は賃借権設定３年です。作付作物は里芋、野菜です。主な農機

具の保有状況は、トラクター、田植機、耕うん機、運搬機です。労働力は、本人、妻の

常時２人と農繁期に臨時雇用１人です。耕作面積は０㎡。周辺農業経営への影響は、特

に支障なしです。 

なお、○○さんにつきましては、東温市で新規就農者になりますので、別紙２をご覧

下さい。農地法第３条第１項許可申請に係る要件確認書について、令和５年３月２３日

１５時３０分から○○委員さんにも同席いただきまして、面接を実施しております。面

接に際して、農地法第３条第２項各号の該当の有無を確認しております。まず第１号不

耕作目的、効率的に利用しない場合の権利取得の禁止についてですが、確認結果といた

しまして、５年前から農業に従事しており、農地を探していたところ、友人の伝手で土

地を紹介してもらい賃貸借することになった。兼業となるが農業に従事する。トラクタ

ー、田植機、耕うん機、運搬機を所有しており、１年を通して里芋と野菜を作付けする

とのことです。収穫した作物は食品加工会社やJAへの出荷を予定しているとのことです。

第２号、「農地所有適格法人以外の法人による権利取得の禁止」ですが、該当ありません。

第３号「信託の引受の禁止」ですが、該当ありません。第４号「農作業常時従事要件」
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ですが、常時本人、妻２人で、年間３００日程度農業に従事するとのことです。また、

農繁期に臨時雇用として１人増員予定です。第５号「所有権以外の権原に基づいて耕作

又は養畜の事業を行う土地の転貸又は質入れの禁止」ですが、該当ありません。第６号

「地域との調和要件」ですが、地域の慣習に従い、除草作業等を行う。農道・水路など

の共同利用施設の管理取決めを遵守すると共に、農業の維持・発展に関する地域の話し

合いに積極的に参加するとのことです。以上のことから、農地法第３条第２号各号いず

れにも該当しないため、許可要件はすべて満たしていると考えております。以上です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、地元、○○委員さんとなりますので、確認結果の報告をお願

いします。 

 

○委員 ○○委員 

  説明します。地図７ページをご覧下さい。場所は○○にあります。○○さんは５年前

から○○市で里芋を作付けしておりました。出身は○○になり、飲食店を経営している

ことから、地元の友人の伝手で○○さんを紹介していただいたとのことです。飲食店は

夜間の営業であるため、農業には支障はないとのことでした。また、加工会社もこちら

にありますし、JA への出荷も予定しているとのことです。経営規模も拡大したいと考え

ており、非常に意欲のある方だと感じました。農機具もすべて自分で所有しており、保

管するための倉庫も所有しているとのことです。以上です。 

 

○議長（会長） 

  只今、説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思います。何かご意見ご

ざいませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、４番目の案件につきまして事務局より説

明願います。 

 

○事務局 

４番 貸付人 東温市○○番地○ ○○ ○○さん。借受人 東温市○○番地○ ○

○ ○○さん。土地は、○○番○、田、２，２３５㎡です。借受人の耕作状況について

申し上げます。権利内容は賃借権設定３年です。作付作物は里芋、野菜です。主な農機

具の保有状況は、トラクター、田植機、移植機です。労働力は、本人の常時１人と農繁

期に臨時雇用２人です。耕作面積は０㎡。周辺農業経営への影響は、特に支障なしです。 

なお、○○さんにつきましては、東温市で新規就農者になりますので、別紙３をご覧

下さい。農地法第３条第１項許可申請に係る要件確認書について、令和５年３月２３日

１６時から○○委員さんにも同席いただきまして、面接を実施しております。面接に際

して、農地法第３条第２項各号の該当の有無を確認しております。まず第１号不耕作目
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的、効率的に利用しない場合の権利取得の禁止についてですが、確認結果といたしまし

て、以前から農業興味があり土地を探していたところ、賃貸借することになった。トラ

クター、田植機、移植機を所有しており、１年を通して里芋と野菜を作付けするとのこ

とです。収穫した作物は食品加工会社やJAへの出荷を予定しているとのことです。今後、

１０年以上を目安に農業に従事し、知人農家からの指導助言を受けながら、栽培技術の

向上と収穫量の増加を目指していくとのことです。第２号、「農地所有適格法人以外の法

人による権利取得の禁止」ですが、該当ありません。第３号「信託の引受の禁止」です

が、該当ありません。第４号「農作業常時従事要件」ですが、常時本人１人で、年間２

００日程度農業に従事するとのことです。また、農繁期に臨時雇用として２人増員予定

です。第５号「所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う土地の転貸又は

質入れの禁止」ですが、該当ありません。第６号「地域との調和要件」ですが、地域の

慣習に従い、除草作業等を行う。農道・水路などの共同利用施設の管理取決めを遵守す

ると共に、農業の維持・発展に関する地域の話し合いに積極的に参加するとのことです。

以上のことから、農地法第３条第２号各号いずれにも該当しないため、許可要件はすべ

て満たしていると考えております。以上です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、地元、○○委員さんとなりますので、確認結果の報告をお願

いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  説明します。地図８ページをご覧下さい。場所は○○の近くで○○さんの宅地に隣接

する農地になります。この土地は利用権設定でほかの人に耕作していただいておりまし

たが、今年の４月で期限がきれるとのことから、耕作者を探していたところ、○○さん

が○○で農地を探していたため紹介し、借りたいとのことで申請がありました。順次規

模拡大を考えておられるとのことでした。すでに草刈り等をしていただいており、農業

に対して熱心であるため特に問題ないと思われます。以上です。 

 

○議長（会長） 

  只今、説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思います。何かご意見ご

ざいませんか。 

 

○委員 ○○委員 

  ○○さんは私のところにもあいさつにきたのですが、一つ前の議案と内容が重なって

いると感じました。二人は知り合いでしょうか。 

 

○委員 ○○委員 

  ○○さんと○○さんは知り合いで、グループで農業を行うとの話をされておりました。 

 

○議長（会長） 
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  ほかに何か意見はございませんか 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、５番目の案件につきまして事務局より説

明願います。 

 

○事務局 

５番 貸付人 東温市○○番地○ ○○ ○○さん。借受人 東温市○○番地○ ○

○ ○○。土地は、○○番○、田、５６５㎡、外１１筆で計１２筆。合計面積９，７９

８㎡です。譲受人の耕作状況について申し上げます。権利内容は使用貸借権設定１０年

です。作付作物は水稲、果物です。主な農機具の保有状況は、トラクター、田植機、コ

ンバイン、耕運機、軽トラック、動力噴霧器です。労働力は、本人の常時１人と臨時雇

用３人です。耕作面積は０㎡。周辺農業経営への影響は、特に支障なしです。 

なお、○○につきましては農地所有適格法人としての申請もございましたので、農地

所有適格法人の要件該当について、定款や計画書等の書類を確認しております。内容に

ついてご説明いたします。農地所有適格法人の要件ですが、４つの要件がございまして、

１つ目の要件が、法人形態要件です。○○は要件を満たしております。２つ目の要件が、

事業要件です。収入の過半が農業関連事業の収入ということで、農産物の生産が収入の

過半を占めるということで要件を満たしております。３つ目の要件が、議決権要件です。

構成員の議決権の過半が、法人の農業の常時従事者等であることですが、構成員は１名

であるため法人の農業の関連事業の常時従事者ということで過半を満たしております。

４つ目の要件が、役員要件です。役員の過半が法人の行う農業に年間１５０日以上常時

従事する構成員であることですが、代表の○○さんが年間３００日以上従事するとのこ

とで要件を満たしております。 

よって、必要な４要件を満たしていることから、農地所有適格法人として判断してお

ります。 

 

また、○○につきましては、東温市で新規就農、企業参入になりますので、別紙４を

ご覧下さい。農地法第３条第１項許可申請に係る要件確認書について、令和５年３月１

４日１４時から○○ 委員さんにも同席いただきまして、面接を実施しております。面接

に際して、農地法第３条第２項各号の該当の有無を確認しております。まず第１号不耕

作目的、効率的に利用しない場合の権利取得の禁止についてですが、確認結果といたし

まして、地域の活性化や経営規模を拡大するために、法人を立ち上げ、水稲、メロン、

シャインマスカットを中心に作付けを行う。すでに栽培している農業者から指導助言を

得ながら農業に従事する。農業に必要な主要農機具を保有しており、今後ハウスの建築

や水耕栽培機械、スマートグラスの導入を予定しているとのことです。収穫した果物等

はネット販売や直販売営業等を行う予定であるとのことです。第２号、「農地所有適格法

人以外の法人による権利取得の禁止」ですが、農地所有適格法人の要件を備えているこ

とから該当ありません。第３号「信託の引受の禁止」ですが、該当ありません。第４号
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「農作業常時従事要件」ですが、常時本人１人で、年間３００日程度農業に従事すると

のことです。また、臨時として３人雇用予定です。第５号「所有権以外の権原に基づい

て耕作又は養畜の事業を行う土地の転貸又は質入れの禁止」ですが、該当ありません。

第６号「地域との調和要件」ですが、地域の慣習に従い、除草作業等を行う。農道・水

路などの共同利用施設の管理取決めを遵守すると共に、農業の維持・発展に関する地域

の話し合いに積極的に参加するとのことです。以上のことから、農地法第３条第２号各

号いずれにも該当しないため、許可要件はすべて満たしていると考えております。以上

です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、地元、○○委員さんとなりますので、確認結果の報告をお願

いします。 

 

○委員 ○○委員 

  説明します。地図９ページになります。場所は○○になります。自身で法人を立ち上

げて、自身の所有する農地にビニールハウスを建築し、フルーツのシャインマスカット

等を作付けするとのことです。農業に専念し、地元へも貢献したいとの思いも持ってい

ることから、特に問題ないと思われます。以上です。 

 

○議長（会長） 

  只今、説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思います。何かご意見ご

ざいませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、６番、７番目の案件につきましては譲受

人が同一ですので一括して審議いたします。事務局より説明願います。 

 

○事務局 

６番 譲渡人 千葉県千葉市○○番○ ○○ ○○さん持分４分の１外３名。譲受人 

東温市○○番地○ ○○ ○○さん。土地は、○○番○、田、１，０２８㎡です。譲受

人の耕作状況について申し上げます。権利内容は売買です。作付作物は水稲、野菜です。

主な農機具の保有状況は、トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機です。労働力は、

本人の常時１人です。耕作面積は１３，９５２㎡。周辺農業経営への影響は、特に支障

なしです。 

 

続きまして、７番 譲渡人 東温市○○番地○ ○○ ○○さん。譲受人 ○○ ○

○さん。土地は、○○番○、田、２８㎡です。譲受人の耕作状況について申し上げます。

権利内容は売買です。作付作物以下同じです。農地法第３条第２項各号不許可要件です

が、１から７いずれにも該当しないため、許可要件はすべて満たしていると考えており
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ます。以上です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、地元、○○委員さんとなりますので、確認結果の報告をお願

いします。 

 

○委員 ○○委員 

  説明します。地図１０ページになります。場所は○○の南側になります。譲渡人はす

べて県外在住で今後農業を行う予定はないことから知人の〇〇さんと売買で話がまとま

ったとのことです。○○さんについても高齢であることから農地を手放したいと考えて

いたところ、隣接地の売買の話があったため、売却することとなったとのことです。○

○さんは高齢ではありますが、すごく元気な方です。また、息子が仕事を退職し、農業

を手伝うとの話もあることから、特に問題ないと思われます。以上です。 

 

○議長（会長） 

  只今、説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思います。何かご意見ご

ざいませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、続きまして、８番目の案件につきまして

事務局より説明願います。 

 

○事務局 

８番 譲渡人 松山市○○番地○ ○○ ○○さん。譲受人 松山市○○番地○ ○

○ ○○さん。土地は、○○番○、田、９６３㎡です。譲渡人の耕作状況について申し

上げます。権利内容は売買です。作付作物は多肉植物、花卉作物です。主な農機具の保

有状況は、軽トラック、噴霧器、草刈機です。労働力は、本人の常時１人です。耕作面

積は３，３９７㎡。周辺農業経営への影響は、特に支障なしです。 

なお、○○さんにつきましては、東温市で新規就農者になりますので、別紙５をご覧

下さい。農地法第３条第１項許可申請に係る要件確認書について、令和５年３月２２日

１１時から○○委員さんにも同席いただきまして、面接を実施しております。面接に際

して、農地法第３条第２項各号の該当の有無を確認しております。まず第１号不耕作目

的、効率的に利用しない場合の権利取得の禁止についてですが、確認結果といたしまし

て、７年前から農業に専従しており、経営規模拡大のため、農地を探していたところ申

請地の売買の話があった。すでに○○市で 3 反以上耕作しており、多肉植物と花卉園芸

作物を栽培している。軽トラックを所有しており、申請地にビニールハウスの建築を予

定しており、栽培した植物は市場等への出荷を行うとのことです。第２号、「農地所有適

格法人以外の法人による権利取得の禁止」ですが、該当ありません。第３号「信託の引

受の禁止」ですが、該当ありません。第４号「農作業常時従事要件」ですが、常時本人
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１人で、年間３００日程度農業に従事するとのことです。第５号「所有権以外の権原に

基づいて耕作又は養畜の事業を行う土地の転貸又は質入れの禁止」ですが、該当ありま

せん。第６号「地域との調和要件」ですが、地域の慣習に従い、除草作業等を行う。農

道・水路などの共同利用施設の管理取決めを遵守すると共に、農業の維持・発展に関す

る地域の話し合いに積極的に参加するとのことです。以上のことから、農地法第３条第

２号各号いずれにも該当しないため、許可要件はすべて満たしていると考えております。

以上です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、地元、○○委員さんとなりますので、確認結果の報告をお願

いします。 

 

○委員 ○○委員 

  説明します。地図１１ページになります。譲渡人の○○さんは今まで農業に従事した

ことがなく、他の方に耕作していただいておりました。農地を手放したいと考えておら

れ、農地に看板をたてていたところ、その看板をみた○○さんがどうしてもほしいとの

ことから売買で話がまとまりました。○○さんは多肉植物を○○市で栽培しており、東

温市でも多肉植物を栽培されるとのことです。非常に意欲の高い青年でありますので、

特に問題ないと思われます。以上です。 

 

○議長（会長） 

  只今、説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思います。何かご意見ご

ざいませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、９番目の案件につきまして事務局より説

明願います。 

 

○事務局 

９番 譲渡人 東温市○○番地○ ○○ ○○さん。譲受人 松山市○○番地○ ○

○ ○○さん。土地は、○○番○、畑、２５㎡。同所同字○○番○、畑、６．２２㎡で

す。譲受人の耕作状況について申し上げます。権利内容は売買です。作付作物は野菜、

果樹です。主な農機具の保有状況は、耕運機、動噴、草刈機です。労働力は、本人、妻

の常時２人です。耕作面積は１１，０４２㎡。周辺農業経営への影響は、特に支障なし

とのことで、農地法第３条第２項各号不許可要件ですが、１から７いずれにも該当しな

いため、許可要件はすべて満たしていると考えております。以上です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、地元、○○委員さんとなりますので、確認結果の報告をお願
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いします。 

 

○委員 ○○委員 

  説明します。地図１２、１３ページをご覧下さい。場所は○○になります。東側に○

○さんの耕作地がありますが、進入路がなく○○さんの農地を通って進入しており、こ

の土地については１６年前に話ができており、金額も支払い済みとのことです。申請地

を通らないと農地に出入りできないとのことから申請に至ったとのことです。以上です。 

 

○議長（会長） 

  只今、説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思います。何かご意見ご

ざいませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、１０番目の案件につきまして事務局より

説明願います。 

 

○事務局 

１０番 譲渡人 東温市○○番地○ ○○ ○○さん。譲受人 東温市○○番地○ 

○○ ○○さん。土地は、○○番○、田、２，４９９㎡です。譲受人の耕作状況につい

て申し上げます。権利内容は売買です。作付作物は野菜、果樹、花卉です。主な農機具

の保有状況は、トラクター、耕運機、運搬機、草刈機です。労働力は、本人、妻、子の

常時３人です。耕作面積は７，７４９㎡。周辺農業経営への影響は、特に支障なしとの

ことで、農地法第３条第２項各号不許可要件ですが、１から７いずれにも該当しないた

め、許可要件はすべて満たしていると考えております。以上です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、地元、○○委員さんとなりますので、確認結果の報告をお願

いします。 

 

○委員 ○○委員 

  説明します。地図１４ページをご覧下さい。申請地は○○になります。○○さんは土

建業を営んでおります。以前から話ができており、○○さんは農業を行う予定はないこ

とから、○○さんに相談し売買で話がまとまったとのことです。すでに申請地もきれい

に整備されており、今後も農地を荒らさないよう適切に管理してほしい旨伝えておりま

す。以上です。 

 

○議長（会長） 

  只今、説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思います。何かご意見ご

ざいませんか。 
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（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして議案第１１９号、農地法第５条第１項の許

可申請についてを議題とします。事務局より説明願います。 

 

〇事務局 

  議案第１１９号農地法第５条第１項の許可申請についてご説明します。 

１１番 貸付人 東温市○○番地○ ○○ ○○さん。借受人 西条市○○番地○ 

○○ ○○さん。土地は、○○番○、田、４９９㎡です。都市計画区域は市街化調整区

域。農地区分は第１種農地。転用目的は分家住宅。権利内容は使用貸借権設定です。開

発許可は必要です。以上です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、地元、○○委員さんとなりますので、確認結果の報告をお願

いします。 

 

○委員 ○○委員 

  説明します。地図１５ページをご覧下さい。場所は○○にある土地になります。この

近辺は圃場整備されており、申請地南側に親の家があります。除外意見決定済の案件と

なっていることから、特に問題はないと考えられます。以上です。 

 

○議長（会長） 

  只今、説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思います。何かご意見ご

ざいませんか。 

 

  ほかに何かご意見はございませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、議案第１２０号、農業振興地域整備計画

の変更に係る意見について、議題とします。事務局より説明願います。 

 

〇事務局 

議案第１２０号、農業振興地域整備計画の変更に係る意見について説明いたします。

農用地区域からの除外についての案件になります。１２番 所有者 松山市○○番地○ 

○○ ○○さん。申出者 松山市○○番○ ○○ ○○。土地は、○○番○、田、１，

１４９㎡、同所同字甲９５４番１、畑、２２３㎡。計２筆で合計面積１，３７２㎡です。

都市計画区域はその他区域。農地区分は第２種農地です。転用目的は露天駐車場及び資

材置き場です。開発許可は不要、転用許可は必要です。 
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なお、この案件については前回３月８日に開催された第３２回総会にてご審議いただ

きましたが、審議保留となった案件ですので、事務局から前回の総会でご指摘いただき

ました内容につきまして、令和５年３月２４日１０時２０分ごろから、○○会長と事務

局とで○○の事業所を訪問しております。現地では○○および○○行政書士から説明を

受けました。まず、○○の事業所については当該事業所用地を土地所有者に返却するこ

とが決まっておりまして、許可が下り次第、移転するとのことです。そして○○の事業

所と同じ用途で○○のほうに移転する計画であることを確認いたしました。今回の申出

地についても露天資材置場と駐車場で使用する計画となっており、○○の事業所と同じ

仕様であることを確認いたしました。前回の総会で質問がありました内容について○○

社長に確認いたしたところ、洗車の有無については洗車しないとのことを確認しており

ます。給水や汚水の排水もないとのことです。また、水利組合のほうからも特に指摘が

なかったことも確認しております。舗装をおこない周囲にはパネルを建てて騒音と防塵

防止対策に取り組みますとのことです。 

続きまして、通学路についての質問についても確認しておりまして、管轄しておりま

す学校教育課から○○小学校に問い合わせをしたところ当該地の国道、市道を通る児童

はいないとのことを確認しております。 

地元説明会を行わないのかについては、説明会を開催する予定はないとのことですが、

工事にあたっては近所にあいさつまわりをおこない安全性の確保を行うとのことでした。

事務局からの説明は以上です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、地元、○○委員さんとなりますが、前回説明していただいて

おりますが、追加で報告することはございますか。 

 

〇委員 ○○委員 

  前回説明したとおり、追加での報告等はございません。 

 

〇議長（会長） 

  それでは、皆さんのご意見お伺いしたらと思います。何かご意見ございませんか。 

 

〇委員 ○○委員 

  事務局からの説明で洗車等の水道設備は設けないとのことでしたが間違いないでしょ

うか。 

 

〇事務局 

  社長にも確認しておりまして、○○の事業所のほうにも給排水はありませんでしたの

で間違いはありません。 

 

〇委員 ○○委員 

  ○○の現場については適切に管理されていたのでしょうか。 
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〇事務局 

  ○○の事業所についてはきちんと整備されており、きれいに使用されておりました。 

 

〇議長（会長） 

ほかに何かご意見はございませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。議案第１２１号、農用地利用集積計画書について、議

題とします。事務局より説明願います。 

 

◯事務局 

議案第１２１号農用地利用集積計画について説明いたします。 

お手元にお配りしております。農用地利用集積計画書をご覧ください。 

令和５年度第１号農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第５条第１項

の規定により農用地利用集積計画を定めるものです。概要についてご説明いたします。

表紙をめくってください。 

 

今回は４月２０日開始分です。申し出件数は１９４件、面積は４６４，９２７㎡。 

その内、期間借地は９件、面積は３１，４７５㎡となっています。 

貸し手は１７８名、借り手は１１２名です。期間は、１年から２０年となっています。

中でも５年契約が最も多くなっています。作物別設定面積で米以外１０種となっており

ます。米１０ａあたりの賃借料については、今回、現金での最高値２２，１６５円、最

安値２，０００円です。現物では、最高６０㎏、最低１２㎏となっております。 

地目別は、田 ４６２，３４４㎡、畑 ２，５８３㎡です。次のページから期間別、

地目別の面積等が記載しております。 

以上が概要でございますが、東温市が定めております農業経営基盤の強化の促進に関

する基本構想に適合していると考えます。 

以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして、皆さんのご意見をお伺いしたらと思います。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。 

  本日の議案審議については、１３件、これで全て終了しました。 

 

○議長（会長） 
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  続きまして、協議事項２件について、まずは「下限面積の廃止に伴う対応について」

に移りたいと思います。小委員会①の副代表の○○委員から報告を頂きたいと思います。 

 

〇小委員会①副代表 ○○委員 

それでは、５．協議事項について 報告したいと思います。 

 １．農地法第３条許可申請の場面における「新規就農者」の取り扱いについてですが、 

①従来、東温市における「新規就農者」に対してのヒアリングを事務局と農業委員  

で実施しておりましたが、このヒアリングの場に新たに推進委員もメンバーとして

加えることとする。 

②１，０００㎡未満の権利の取得・設定については、原則として、ヒアリングは実  

施しないこととするが、その場合には、営農計画書を提出して頂き、事務局で聞き

取りを行うこととする。但し、ヒアリングの実施が必要と事務局が判断した場合に

は、ヒアリングを実施することとする。 

 

２．農地法第３条許可申請の場面における他の問題についてですが、 

①農地法第３条許可を受けたにもかかわらず、農地等のすべてを効率的に利用しな 

い事態についての対応ですが、「全部効率利用要件」により、次回の申請は受け付

けない取り扱いとする。なお、許可の取り消し自体は、非常に難しいとの認識であ

り、国の取り扱いが示されるのを注視したいと思います。 

②農地法第３条許可取得後に、短期譲渡（転売）する場合についてですが、やむを  

得ない事情がある場合は短期譲渡も可とするが、理由書を徴することとする。 

 

以上報告させていただきます。 

 

○議長（会長） 

  ただいま、○○委員から小委員会①の報告をいただきましたが皆様のご意見などあり

ましたら、この場でお伺いしたいと思います。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

意見がないようでしたら、農地法第３条許可申請の取り扱い４点について説明のとお

り４月から運用とさせていただきたいと思います。 

続いての協議事項について事務局より説明願います。 

 

○事務局 

  農地等の利用の最適化の推進に関する指針の策定及び令和５年度最適化推進活動に係

る目標設定について、説明。 

 

○議長（会長） 

只今、説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思います。何かご意見ご

ざいませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 
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意見がないようでしたら、先ほど説明があったとおりといたします。 

次回の農業委員会は令和５年５月１１日となっております。 

以上で第３３回農業委員会を閉会いたします。熱心なご審議ありがとうございました。 

 


